
令和８年度宮古市立学校施設開放事業実施要項 

 

１ 事業の目的 

   市民のスポーツ・レクリエーション活動の場、子どもの遊び場及び生涯学習の場の確

保を図るため、学校教育に支障のない範囲内において宮古市立小学校及び中学校の学校

施設を開放する。 

 

２ 開放期間    令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

３ 開放時間帯   学校教育に支障のない時間 

 

４ 開放校及び開放施設   別表１のとおり 

 

５ 対象  市民  

 

６ 書類提出先・問合せ先 

  宮古市交流推進部スポーツ文化課（宮古市役所３階） 

  ※令和８年度から、宮古市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程第４

条第１１号の規定に基づき、当該事務を宮古市交流推進部スポーツ文化課が所管し、

その窓口となる。以後、「教育委員会」は「宮古市交流推進部スポーツ文化課」を指す。 

 

７ 登録 

   開放施設を利用したい団体は、学校施設開放利用団体登録申請書（様式第１号）に必

要事項を記入し、宮古市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出することとす

る。 

教育委員会は受理した申請書に基づき審査し、利用の承認を決定した場合には利用団

体として登録するとともに、学校施設開放利用団体登録許可証（様式第２号）を交付す

る。登録は年度内に限り有効とし、利用の都度の申請は不要とする。 

 

８ 各学校施設開放管理運営委員会 

   各学校での開放の実施を円滑にするため、各開放校に施設開放管理運営委員会を置く。

開放校及び関係校の教職員、地域住民の代表者、団体利用登録代表者等の中から必要委

員数を選出し構成する。 

   管理運営委員は、互選により、委員長、管理指導員、事務担当者を選出し、教育委員

会に報告する。 

   また、毎月の開放状況を実績報告書（様式第３号）により翌月 10日までに教育委員会

に提出する。 

 

 



９ 管理責任者（教育委員会） 

   開放校の管理上責任を負う者であり、開放校及び利用団体との調整を図り事業を円滑

に進めるものとする。なお、利用団体には別表２の注意事項を順守させることとする。 

 

10 管理指導員 

   開放校及び各利用団体代表者等の中から指名された者であり、職務を概ね次のとおり

とする。 

   ア 施設の開錠・施錠及び点灯・消灯を行うこと。 

   イ 施設の点検、管理、保全、清掃に努めること。 

   ウ 管理日誌を記入すること。 

   エ 利用者の危険防止及び安全の確保に努めること。 

   オ 利用者のスポーツ・レクリエーション、その他の指導を行うこと。 

   カ 利用者に、別表２の注意事項を遵守させること。 

 

11 行為の禁止及び利用の停止等 

   利用者は、開放校において別表２に掲げる事項に違反し、または教育委員会及び各学

校管理運営委員会が不適当と認める行為があった場合、並びに学校教育に支障があると

学校長が認めた場合は、利用を停止又は、禁止することがある。 

 

12 利用者の賠償責任 

   利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに

その旨を学校に届けなければならない。 

   利用者は、開放校の施設又は設備を汚損、損傷等したときは、教育委員会の指示する

ところに従って原状回復又は損害賠償の責めを負うものとする。 

 

13 施設破損報告等 

   各学校施設管理運営委員会は、利用者による施設の破損等を発見した場合には、速や

かに使用停止又は応急処置を行うとともに、施設破損等報告書（様式第４号）により教

育委員会に報告するものとする。 

 

14 その他 

生徒の利用については、「宮古市における部活動の在り方に関する方針」（令和元年 12

月）に沿った活動とする。 



令和８年度 学校施設開放事業校一覧 

 学 校 名 開 放 施 設 

1 宮  古 小 学 校 校庭・体育館 

2 鍬 ヶ 崎 小 学 校 校庭・体育館 

3 磯  鶏 小 学 校 校庭・体育館 

4 山  口 小 学 校 校庭・体育館 

5 千  徳 小 学 校 校庭・体育館 

6 花  輪 小 学 校 校庭・体育館 

7 津 軽 石 小 学 校 校庭・体育館 

8 重  茂 小 学 校 校庭・体育館・集会室 

9 崎  山 小 学 校 校庭・体育館 

10 田老第一 小 学 校 校庭・体育館 

11 新  里 小 学 校 校庭・体育館 

12 川  井 小中学校 校庭・体育館 

13 第    一 中 学 校 校庭・体育館・剣道場 

14 第  二 中 学 校 体育館・格技場 

15 河  南 中 学 校 体育館・武道場 

16 宮 古 西 中 学 校 体育館 

 17 花  輪 中 学 校 体育館 

18 津 軽 石 中 学 校 校庭・体育館 

19 重  茂 中 学 校 校庭・体育館・テニスコート 

20 崎  山 中 学 校 校庭・体育館 

21 田老第一 中 学 校 校庭・体育館 

22 新  里 中 学 校 校庭・体育館 

計 22校 

（別表１） 

 



宮古市立学校施設開放利用上の注意 

 

１ 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失しないこと。 

 

２ 許可又は指定した場所以外に立ち入らないこと。 

 

３ 許可又は指定した施設・設備・器具・機材以外を使用しないこと。 

 

４ 許可又は指定した場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。 

 

５ 学校敷地内で喫煙しないこと。 

 

６ 原則として火気を使用しないこと。 

 

７ 騒音もしくは大声を発し、又は暴力を用いる等、その他の利用者に迷惑

を及ぼすような行為はしないこと。 

 

８ 公安を害し、風紀を乱すような行為は行わないこと。 

 

９ 飲酒をしないこと。 

 

１０ 使用後は清掃し、器具・機材は所定の位置に格納すること。 

 

１１ 昼食以外の飲食物の携行をしないこと。ただし、水分補給のための飲み 

物については携行可能とする。 

 

１２ 教育委員会、学校、管理責任者、管理指導員、運営委員会の指示に従う

こと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表２） 



令和   年   月   日 

 

 宮古市教育委員会 あて 

                      〒   - 

申請者 住所 

 

    氏名 

                       (電話番号            ) 

 

学校施設開放利用団体登録申請書 
 

 下記のとおり、学校施設開放利用団体として登録申請します。 

記 

※ 提出先：宮古市交流推進部スポーツ文化課 

団 体 名  

代 表 者 

住 所  

氏 名  電話  

勤務先  電話  

団 体 の 種 別 
スポーツ協会加盟団体・ スポーツ少年団 ・ 地域スポーツクラブ 

職場スポーツクラブ ・ スポーツ同好会 ・ 子供会 ・ その他 

活 動 種 目 又 

は 活 動 内 容 
 

構 成 員 

種 別 男 女 計 

小 学 生    

中 学 生    

高 校 生    

一   般    

合  計    

利 用 希 望 校 

（利用希望日） 

希望校：            ・前年度から引き続き利用したい 

希望施設：           ・新規に申請したい 

希望曜日：             ↑どちらかに○ 

希望時間：            

（様式第１号） 



学校施設開放利用団体会員名簿 
 

団体名                    
 

№ 氏   名 性別 年齢 職  業 備 考 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

※ 用紙が不足の場合は、コピーして記入願います。 



第       号 

年   月   日 

 

              様 

 

                     宮古市教育委員会教育長 

 

    

学校施設開放利用団体登録許可証 

  年  月  日付けで申請があった利用登録について下記のとおり許可します。 

 

記 

日 時  

団 体 名  

代 表 者 名  

利 用 施 設  

利 用 目 的  

条 件 

１ 利用開始に当たってはこの許可証を管理者に提示すること。 

２ 施設用具等を損傷した場合は、管理者に申し出ること。また、施

設破損等報告書(様式第４号)により教育委員会へ報告のうえ、修

繕方法等の指示を受けること。 

３ 昼食以外の飲食の携行を禁じる。ただし、水分補給のための飲み

物については携行可能とする。 

４ 利用責任者は、利用中の事故防止に必要な措置をとること。 

５ 利用責任者は、利用者の指導監督に責任を持ち、(別表２)に掲げ

る 

  事項を守らせること。 

６ 利用者は、自己の安全について自分で責任を持つこと。 

 

（様式第２号） 



令和   年   月   日 

 

 宮古市教育委員会 あて 

 

宮古市立        学校施設開放管理運営委員会 

委員長                       

 

学校施設開放利用実績報告書 

 

 令和  年度  月分の利用実績を下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

区分 
体 育 館 運 動 場 

その他の施設 

（       ） 
合  計 

利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 

平
日 

        

土
曜 

        

日
曜 

        

祝
祭
日 

        

計 

        

●連絡事項 

 

 

 

 

 

 

※ 提出先：宮古市交流推進部スポーツ文化課 

（様式第３号） 



令和   年   月   日 

 

 宮古市教育委員会 あて 

 

宮古市立        学校施設開放管理運営委員会 

委員長                       

 

施設破損等報告書 

 

発 見 日 時  令和   年   月  日   時   分ごろ 

場所及び施設名 
 

被害額（概算） 
 

破損等の原因又 

は加害者氏名等 

 

破損等に対して 

と っ た 措 置 

 

そ の 他 

(目撃者の氏名等) 

 

※ 破損等の状況に応じて、写真等の被害状況を明らかにする書類を添付すること。 

※ 提出先：宮古市交流推進部スポーツ文化課 

（様式第４号） 


